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○
消
防
庁
告
示
第
五
号 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
九
号

備
考
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
二

号
及
び
別
記
様
式
第
九
号
備
考
三
の
規
定
に
基
づ
く
自
主
表
示
対
象
機
械
器
具
等
に
係
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
試
験
結
果
に
係
る
様
式
並
び
に
試
験
の
方
法
及
び
試
験
に
使
用
し
た
設
備
に
関
す
る
事

項
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
六
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別紙７

天風 松下
長方形
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改　

正　

後

                                     

改　

正　

前                                    
  

  
様
式
１

様
式
１
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附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 


